
目

次

規

則

○
青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
一

○
青
森
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

告

示

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
qqqqqqqqqqqq（
税

務

課
）
…
三

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
三

公

告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
三

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
四

公
営
企
業

○
青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
病

院

局

総

務

課
）
…
四

規

則

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
一
号

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
三
第
一
項
第
三
十
三
号
ウ
中
「
第
七
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
七
十
七
条
の
二
第
一

項
、
第
七
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
二
号

青
森
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
平
成
七
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
中
「
法
」
を
「
法
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
に
係
る
法
」

に
、
「
徴
収
金
充
当
申
出
書
」
を
「
生
活
保
護
法
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
の
徴
収
金
充
当
申
出

書
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
に
係
る
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二

項
の
申
出
は
、
生
活
保
護
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
徴
収
金
充
当
申
出
書
（
第
四
十
五
号
様
式
）

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
九
号
様
式
中

「

を
」

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第4508号平成30年９月28日 金曜日

就
労
自
立
給
付
金
支
給
額
決
定
欄

算
定
対
象
期
間

収
入
充
当
額

算
定
率

積
立
額

第
四
千
五
百
八
号

平
成
三
十
年

九
月
二
十
八
日

（
金
曜
日
）



「

に
」

改
め
る
。

第
四
十
四
号
様
式
中
「徴

収
金
充
当
申
出
書

」
を
「生

活
保
護
法
第
７
８
条
第
１
項
の
徴
収
金
充

当
申
出
書

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
四
十
五
号
様
式
と
し
、
第
四
十
三
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式

を
加
え
る
。

（ ）2青 森 県 報 第4508号平成30年９月28日 金曜日

就
労
自
立
給
付
金
支
給
額
決
定
欄

最
低
給
付
額

算
定
対
象
期
間

収
入
充
当
額

算
定
率

積
立
額



附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
九
号

次
の
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
代
表
者
の
氏
名
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
の

で
、
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号
）
第
十
二
条
の

五
前
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

名

称

代
表
者
の

氏

名

主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地

変

更

年
月
日

変
更
前

青
森
県
漁
業
協
同
組

合
連
合
会

赤
石

憲
二

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
三

二

平
成
二九･
六･二〇

変
更
後

三
津
谷

廣

明

青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
月
二
十
七
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

（ ）3 青 森 県 報 第4508号平成30年９月28日 金曜日

図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考

１

国

道

二
八
〇
号

青
森
市
大
字
瀬
戸
子
字
磯
田
二
五
四
の
二
か
ら

青
森
市
大
字
瀬
戸
子
字
神
田
三
の
三
ま
で

前

七
・
六
三
メ
ー
ト
ル
か
ら

八
・
二
一
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
七
・
三
四
メ
ー
ト
ル

後

八
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
八
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
七
・
三
四
メ
ー
ト
ル

２

県

道

泊
陸
奥
横
浜

停
車
場
線

上
北
郡
横
浜
町
字
太
郎
須
田
三
の
三
か
ら

上
北
郡
横
浜
町
字
太
郎
須
田
三
の
三
ま
で

前

一
〇
・
八
六
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
一
・
七
三
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
四
・
九
五
メ
ー
ト
ル

上
北
郡
横
浜
町
字
太
郎
須
田
三
の
一
か
ら

上
北
郡
横
浜
町
字
太
郎
須
田
三
の
一
ま
で

後

一
〇
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
九
・
四
四
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
四
・
九
五
メ
ー
ト
ル



灰
化
シ
ス
テ
ム

二
セ
ッ
ト

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
三
十
年
八
月
二
十
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

共
立
医
科
器
械
株
式
会
社

岩
手
県
盛
岡
市
愛
宕
町
一
五
の
九

六

落
札
金
額

五
千
六
百
九
十
七
万
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

入
札
参
加
資
格
審
査
に
お
い
て
、
調
達
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断

し
た
製
作
仕
様
書
及
び
工
程
表
に
基
づ
く
入
札
書
に
よ
り
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最

低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
三
十
年
七
月
九
日

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
三
幸
ト
ー
ヨ
ー
住
器

二

代
表
者
の
氏
名

藤
田
積

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
幸
畑
字
阿
部
野
九
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
七
）
第
一
〇
〇
五
七
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
三
十
年
九
月
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
及
び
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
に
係

る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
三
十
年
四
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

公

営

企

業

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
号

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
央
病
院
の
項
中

「

を
」

「

に
改

」

め
る
。

別
表
第
二
医
療
安
全
推
進
官
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（ ）4青 森 県 報 第4508号平成30年９月28日 金曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

健
康
推
進
室

室
長
、
次
長

健
康
推
進
室

室
長
、
次
長
、
健
康
推
進
官

健
康
推
進
官

健
康
増
進
に
関
す
る
指
導
及
び
調
整
の
事
務
に
従
事
す
る
。


